
 

  

５月７日（水）、校長室にて、第１回学校運営協議会を行いました。  

学校運営協議会とは、学校・家庭・地域から選出された代表者を構  

成メンバーとして、子供たちの健やかな成長のために、学校の運営につ  

いて協議して、保護者・地域の皆様と共に取組を進め、学校と家庭と地  

域とが、総がかりで子供たちを支えていくために設置された組織のことで  

す。子供たちのため、三者の「協力の輪」を広げていただきますよう、御協力をお願い申し上げます。  

５月１５日（木）の第６校時、実行委員を中心とした生徒による運営で  

自然体験学習保護者説明会を体育館にて行いました。  

自然体験学習は、２年生が行う学年行事です。今年度は６月５・６日  

の２日間、長野県上田市菅平高原で実施します。それぞれの係が行事  

を成功させようと、今、準備に余念がありません。一人一人の力が結集し  

て、皆の心が１つになり、思い出にも記憶にも残る最高の行事にしてほしいと思います。  

 

５月２１日（水）に、中間テストを行いました。学校生活にようやく慣れ  

た 1 年生にとって、中学校生活で初となる定期テストです。  

今年度から、実力テストや高校入試の日程に沿った形で、５教科の  

試験を１日で行います。初めてのテストということで、緊張していた生徒も  

いましたが、どの表情も真剣そのもので、一生懸命に答案用紙と向き合  

っていました。テストというと、どうしても得点が気になってしまいますが、得点がすべてではありません。テ

ストは、学習者が、学習した内容をしっかりと身に付けているかを確認するためのものですから、ものさしと

同じです。ものさしを当てて何度計っても、中身を増やさないことには、知識は増えません。テストを受け

て勉強した気になっては困ります。できなかった問題をしっかり復習して知識を増やしていきましょう。  
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ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ (SUL)1･2 年  

第２回ＰＴＡ理事会  
生徒総会  
自然体験学習直前指導 (２年 )  
２年自然体験学習   ＰＴＡ給食試食会  
２年自然体験学習  
「深谷の子『６つの誓い』の日週間」  

～１３日まで   ＳＵＬ１・２年  
学年朝会  生徒会専門委員会  
花はなプラン  
１年内科検診  13:30～  
学総予選壮行会・表彰    ＳＵＬ1・2 年  
金曜日課  1 年水着販売   7:30～  
安全点検日  ※大会前  部活動あり 
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学総市予選会（第１日）  
学総市予選会（第２日）  
学総市予選会（第３日）  
テスト前部活動中止期間  ～２７日まで  
学総市予選会（予備日）  
金曜日課  プール開き   ＳＵＬ全学年  
学総市予選会（水泳）  
木曜日課  あいさつ運動  登校指導  
学総市予選会（陸上競技）  
あいさつ運動  期末テスト  ※給食なし 
あいさつ運動  期末テスト    ＳＵL３年  
学総代表決定戦  
学総代表決定戦（予備日）  

ＳＵＬ全学年  

 

 

 

 

人権って何ですかと、尋ねられたら、みなさんは、人権をどのように説明しますか。  

人権とは、人が生まれながらにしてもっている権利であると、言われています。 

では、権利とは何でしょうか。権利と対になる自由について考えると、わかりやすいかもしれません。  

みなさんが、自由を実感するとき、自由だと感じるときは、どんなときでしょうか。  

自由とは、誰とも関わらず、誰からも干渉されず、自分が一人でいるときにだけ存在するものと言え  

ます。ですから、関わる相手がなく、自分一人だけでいるなら、権利は必要ありません。  

他者との関わりが生じることで、初めて、権利が意味をもつのです。  

もしも、全員が自分勝手に行動したならば、世の中は乱れ、一歩も進めなくなってしまいます。  

なぜならば、世の中は、一人の都合だけを考えて、動いてはいないからです。  

互いが、自分の欲望を強引に押し通そうとして、自己主張を続けていれば、他人との競争や対立

が生まれて、言い合いになったり、喧嘩になったりしてしまいます。 

互いが幸福に生きていくためには、喧嘩をしたり、他人と対立したりしないことが肝心です。  

自由を求めるのであれば、自分も相手も、互いが、互いの自由を認め合うより他はないのです。  

そう考えると、人権とは、生まれたそのときから人に与えられた、幸福で平和に暮らすための大事な

約束であると、言い換えることができます。 

幸福で平和に暮らすための大事な約束ですから、みんなが守らなければならないし、みんなが守

れるものでなければなりません。間違っていては駄目です。正しくなければなりません。  

誰が見ても、誰が聞いても、誰が口にしても、正しいものである必要があるのです。 

ですから、人権を口にするとき、あなたの言葉や行為は、人として正しくなければならないのです。  

同時に、人として正しくないことは、人権侵害になる、正しくないことは、やってはいけないことなの

です。私たちは、このことを正しく理解しなければならないのです。  

ですから、人権を学ぶということは、人権感覚を磨くということです。  

言い換えれば、人として何が正しいことで、人として正しくないことが何であるのかが、自分で判断

できる。やってはいけないことが、自然にわかるようになることなのです。  

幸福で平和に生活できるようにするために、みなさん一人一人が、周りの友だちや仲間と上手に

付き合うことで、人権感覚を磨き、行動できるようにしていきましょう。  

５月２日（金）、生徒は、学びの場を教室から南公民館（１  

年生）、パティオ（２年生）、校庭（３年生）へと移して、建物や  

風景を水彩画として描く、写生会を行いました。  

 当日は、朝から雨が降ったり止んだりする、生憎（あいにく）  

の空模様となりましたが、多くの生徒がとても楽しみにしてい  

た行事でしたので、中止にすることは避け、時間と天気の許  

す限り、取り組ませたいとの思いから、決行しました。  

５月の爽やかな空気に触れながら、生徒は、思い思いに楽  

しい時間を過ごすことができました。関係各所の皆様に御礼を申し上げます。有り難うございました。  

深谷市立南中学校                 令和７年５月３０日（金）  

人権は幸福で平和に暮らすための大事な約束  ～ 人権感覚を磨き 行動する ～ 

６月号  

家庭・地域との絆を深め 共に歩む学校をめざして    ～ 第１回学校運営協議会  ～  

五感で自然に触れ 感じたままに描くことの素晴しさ             ～ 写生会  ～  

誇れる青学年へ 心を１つに自然から学ぼう      ～ 自然体験学習保護者説明会  ～ 

答案用紙と向き合い 諦めずに挑む 自分との勝負！      ～ １学期  中間テスト ～  

６月の主な行事                             ※  予定は，変更になる場合があります  


